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ウイング 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション  

        

（料 金 表）     （利用者負担 1割の方） 

 

１．利用料金（介護保険一部負担金） 

下記、基本料金（1）には介護職員処遇改善加算（Ⅰ）（再掲）の比率を計算して含めています。 

計算方法や四捨五入等の関係で、請求金額とは多少の誤差が生じます。 

（１）基本料金 （通所リハビリテーション） 

①基本料金 

利 用 時 間 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

２時間以上３時間未満 ３８９円 ４５２円   ５１６円   ５７９円   ６４３円 

３時間以上４時間未満 ５０４円 ５９０円     ６７６円    ７８７円   ８９５円 

６時間以上７時間未満 ７５６円 ９０４円 １，０４８円 １，２２１円 １，３９０円 

7時間以上8時間未満 ８０７円 ９６３円 １，１２０円 １，３０５円 １，４８６円 

 

②加算料金 （それぞれ実施した場合に基本料金に加算されます） 

加 算 項 目 金  額 内      容 

  （Ⅰ） 

介護職員処遇改善加算  （Ⅱ） 

            （Ⅲ） 

            （Ⅳ） 

            （Ⅴ） 

（再掲） 所定単位数（施設サービス費＋上記各種加算）×４７／１０００ 

所定単位数（施設サービス費＋上記各種加算）×３４／１０００ 

所定単位数（施設サービス費＋上記各種加算）×１９／１０００ 

（Ⅲ）×９０／１００ 

（Ⅲ）×８０／１００ 

（Ⅰイ） 

サービス提供体制強化加算（Ⅰロ） 

（Ⅱ） 

２１円／日 

１４円／日 

７円／日 

介護職員の総数の内、介護福祉士の職員の割合が５０％以上 

介護職員の総数の内、介護福祉士の職員の割合が４０％以上 

通所リハビリ職員、勤続年数３年以上の職員の割合が３０％以

上 

入浴介助加算 ５７円／日 入浴介助を行った場合 

送迎を行わない場合   （片道） △５３円／回 利用者の居宅と事業所の間を送迎しない場合は減算 

     （Ⅰ） 

 

         

 

 

リハビリテーション     （Ⅱ） 

マネジメント加算         

             

 

 

             (Ⅱ) 

 

３７５円／月 

医師の詳細な指示の基、通所リハビリテーション計画の進捗状況

の定期的評価し、必要に応じて当該計画を見直します。日常生活

や介護情報等の伝達、通所開始から１ヶ月以内の自宅訪問実施し

診療、運動機能や作業能力検査等を実施します。 

９６４円／月 

（開始日から６ 

月以内） 

 

リハビリテーションマネジメント加算Ⅰの内容に加え、月に一 

度リハビリテーション会議を開催し、専門的な見地から状況等を 

説明させて頂き、必要に応じて計画書の見直しを行います。 

計画書作成に関与したリハビリ専門職よりリハビリテーション 

計画について説明させて頂きます。 

６０１円／月 

（開始日から6 

月超） 

 

リハビリテーション会議の開催が三月に一回以上開催し、状態に

合わせて、通所リハビリテーション計画の見直しを行います。 
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（Ⅲ） 

 

 

              

（Ⅲ） 

 

リハビリテーション 

マネジメント加算 

              （Ⅳ） 

 

 

              （Ⅳ） 

１２７１円／月 

リハビリテーションマネジメント加算Ⅱの内容に加え、通所リハ

ビリテーション計画について、医師が利用者又はご家族に説明を

行います。 

（開始日から６月以内） 

９０８円／月 

リハビリテーションマネジメント加算Ⅲ算定開始から６月を超

えた場合の減算。 

１３８３円／月 

リハビリテーションマネジメント加算Ⅲに加え通所リハビリテ

ーション計画書に対する内容を厚生労働省にデータとして提出

を行います。 

１０２１円／月 
リハビリテーションマネジメント加算Ⅳ算定開始から６月を超

えた場合の減算。 

短期集中個別リハビリテーション 

実施加算   

１２５円／日 

 

医師又は医師の指示を受けたリハビリ専門職が、退院（退所日）

又は認定日から起算して３月以内の期間に、個別リハビリを集中

的に行った場合 

認知症短期集中  

リハビリテーション加算（Ⅰ） 

   

        (Ⅱ) 

２７２円／日 
退院（退所日）又は通所開始日から起算して、３月以内に認知症

に対する集中的なリハビリを行った場合（１週に２回を限度）。 

２，１７７円 

／月 

退院（退所日）日の属する月から起算して３月以内に、認知症に

対する集中的なリハビリを行った場合（１週に２回限度）。 

生活行為向上 

リハビリテーション実施加算 

２，２６８円 

／月 

生活行為の内容の充実を図るための目標及び、その目標を踏まえ

たリハビリの内容等を計画に定め、利用者の能力の向上を支援 

１，１３４円 

／月 

上記同様で、開始日から起算して３月超６月以内の期間 

（上記3,240円は開始日から起算して３月以内の期間） 

生活行為向上リハビリテーション実

施後、リハビリテーション継続の場

合 

所定単位数の 

△１５／１００ 

生活行為向上リハビリテーション計画で定めた実施翌月以降、

通所リハビリテーション継続の場合、６ヶ月間減算 

若年制認知症利用者受入加算  ６９円／日 若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を選任した場合 

重度療養管理加算 １１４円／月 

１時間以上２時間未満以外の者で、要介護3・4・５で、常時頻回

の喀痰吸引など定められた状態の利用者を医学的管理のもと行

った場合 

中重度者ケア体制加算 ２３円／日 

前年度または算定日が属する月の前３月間の利用者総数のう

ち、要介護３以上の利用者が１００／３０以上。指定員数に加

え、看護又は介護職員が常勤換算で1以上在籍 その他 

栄養改善加算 １７０円／回 
低栄養状態、または、その恐れのある利用者に、管理栄養士１

名以上配置、管理栄養士、看護職員等が共同して栄養ケア作成 

栄養スクーリング加算 ６円／回 利用開始時及び６ヶ月ごとに栄養状態について確認した場合 

口腔機能向上加算 １７０円／回 

口腔機能が低下している、あるいは、その恐れのある利用者に、

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置、共同して

口腔機能改善管理指導計画を作成 

社会参加支援加算 １４円／日 
ＡＤＬ等向上にて、一定割合の利用者が社会参加を維持できるサ

ービス等へ移行した場合 

リハビリテーション提供体制加算

３時間以上４時間未満 
１４円／日 

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）から（Ⅳ）のいずれ

かを算定していること。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の

数が利用者の数25に対して１以上であること 

リハビリテーション提供体制加算

４時間以上５時間未満 
19円／日 

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）から（Ⅳ）のいずれ

かを算定していること。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の

数が利用者の数25に対して１以上であること 
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リハビリテーション提供体制加算

５時間以上６時間未満 
23円／日 

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）から（Ⅳ）のいずれ

かを算定していること。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の

数が利用者の数25に対して１以上であること 

リハビリテーション提供体制加算

6時間以上7時間未満 
27円／日 

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）から（Ⅳ）のいずれ

かを算定していること。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の

数が利用者の数25に対して１以上であること 

リハビリテーション提供体制加算

7時間以上 
32円／日 

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）から（Ⅳ）のいずれ

かを算定していること。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の

数が利用者の数25に対して１以上であること 

 

延長料金 

家族のご都合等で、６時間以上7時

間未満の通所リハビリテーション

の前後に日常生活上の世話をした

場合など 

５７円／時 

８時間以上  ９時間未満の場合 

 

延長料金 

家族のご都合等で、7時間以上８時

間未満の通所リハビリテーション

の前後に日常生活上の世話をした

場合など 

 １１４円／

時 

９時間以上 １０時間未満の場合 

 

（２）基本料金 （介護予防通所リハビリテーション） 

①基本料金 

介 護 度 利 用 時 間 金 額（／月） 備   考 

要支援 １ 
１１時～１４時 

１,９４１円 週１回  ・送迎あり・入浴なし 

要支援 ２ ４,１００円 週２回まで・送迎あり・入浴なし 

原則１月単位。 日割計算は「区分変更」・「月途中での介護事業者の変更」など定められたケース以外は不可 

 

②加算料金 （それぞれ実施した場合に基本料金に加算されます） 

加 算 項 目 

金  額（／月） 

内      容 要支援

１ 

要支援２ 

（ Ⅰ ） 

サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ 

              (Ⅱ) 

８２円 １６４円 
介護職員総数の内、介護福祉士職員の割合が５０％以

上 

５５円 １１０円 
介護職員総数の内、介護福祉士職員の割合が４０％以

上 

２７円 ５５円 通所職員、勤続年数３年以上職員割合が３０％以上 

予防通所リハ事業所評価加算 １３７円／月 

選択的サービスを実施している。 

利用日人数が10名以上。利用実人数の60％以上が選択

的サービスを実施している。 

規定で算出した数で除して得た数が０．７以上である場

合 
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リハビリテーションマネジメント加

算 
３７５円／月 

医師の詳細な指示のもとリハビリテーションを実施 

リハビリスタッフによる介護支援専門員を通じて、従業

者に対して日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を

伝達します。 

生活行為向上リハビリテーション実

施加算（開始日から3ヶ月以内） 
１０２１円／月 

生活行為の内容の充実を図るための目標及び、その目標

を踏まえたリハビリの内容等を計画に定め、利用者の能

力の向上を支援 

生活行為向上リハビリテーション実

施加算（開始日から3月超６月以内） 
５１０円／月 

生活行為向上リハビリテーション計画で定めた実施か

ら３月超６月以内 

生活行為向上リハビリテーション実

施を継続した場合 

所定単位数の85％を

算定（対象月から６月

以内） 

生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定後に

介護予防通所リハビリテーションを継続利用する場合 

若年性認知症利用者受入加算 ２７２円／月 若年性認知症利用者毎に個別の担当者を選任した場合 

運動器機能向上加算 ２５６円／月 
作業療法士等が運動器機能向上計画を作成し、定期的に

評価等をした場合 

選択的サービス複数実施加算（Ⅰ）運

動機能向上及び栄養改善 
５４５円／月 

選択的サービスのうち、２種類のサービスを実施してい

る場合 

選択的サービス複数実施加算（Ⅰ）運

動機能向上及び口腔機能向上 
５４５円／月 

選択的サービスのうち、２種類のサービスを実施してい

る場合 

選択的サービス複数実施加算（Ⅰ）栄

養改善及び口腔機能向上 
５４５円／月 

選択的サービスのうち、２種類のサービスを実施してい

る場合 

選択的サービス複数実施加算（Ⅱ）運

動器機能向上、栄養改善及び口腔機

能向上 

７９４円／月 

選択的サービスのうち、3 種類のサービスを実施してい

る場合 

栄養改善加算 １７０円／月 

低栄養状態、または、その恐れのある利用者に、管理栄

養士１名以上配置、管理栄養士、看護職員等が共同して

栄養ケア作成 

栄養スクーリング加算 ６円／回 
利用開始時及び６ヶ月ごとに栄養状態について確認し

た場合 

口腔機能向上加算 １７０円／月 

口腔機能が低下している、あるいは、その恐れのある

利用者に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名

以上配置、共同して口腔機能改善管理指導計画を作成 

介護職員処遇改善加算 （Ⅰ） 

           （Ⅱ） 

           （Ⅲ） 

           （Ⅳ） 

           （Ⅴ） 

（再掲） 所定単位数（施設サービス費＋上記各種加算）×４７／１０００ 

所定単位数（施設サービス費＋上記各種加算）×３４／１０００ 

所定単位数（施設サービス費＋上記各種加算）×１９／１０００ 

（Ⅲ）×９０／１００ 

（Ⅲ）×８０／１００ 

２．その他利用料金 

（１）食費（朝食・夕食は延長時のみ） 

 
昼食 備     考 

６時間以上８時間未満 ６５０円 

① 昼食はおやつ代５０円を含みます 

② 昼食のみの場合は６００円となります 

③ 昼食をお食べにならない場合、おやつ代１００円と

なります 
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３時間以上４時間未満 ６００円 おやつのご提供はございません 

 

（２）日常生活費（日用消耗品費：実費） 

 品   目 金   額 内      容 

おしぼり ２０円／枚 食事提供時以外に使用します。 

タオル ３０円／枚 入浴時以外に使用します。 

＊ 日用消耗品費をお申し込みされない場合、ご自分でお持ち込みをお願いいたします。 

 

（３）教養娯楽費（クラブ費：参加１回あたり：選択制）   

 
金  額 内  容 

５０円クラブ ５０円／回 塗り絵・巻き絵・元気脳クラブ など 

１００円クラブ １００円／回 書道・料理・手作りカレンダークラブ など 

３００円クラブ ３００円／回 籐細工 など 

 

（４）嗜好品（消費税込）                                                                

品   目 

金 額 

内      容 

３時間利用 ６時間利用 

フリードリンク ５６円／日 ９１円／日 
コーヒー・砂糖・クリープ・紅茶・緑茶・麦茶など 

＊ フリードリンクをお申し込みされない場合は「番茶」のご提供とさせて頂きます。 

 

（５）オムツ代                                                                  

種  類 尿取りパット オープンパンツ リハビリパンツ 

金  額 ８０円／枚 １９０円／枚 １８０円／枚 

 

（６） キャンセル料（介護予防通所リハビリテーションを含む） 

※ 食事が含まれた時間帯にご利用の場合、ご利用当日の開始１時間前までに、当日の利用中止の 

ご連絡を頂かない時は、当日分の食事代金をキャンセル料相当分としてお支払い頂きます。 

 

 

 

介護老人保健施設ウイング 平成３０ 年４月１日発行：管理部署：事業支援部総務課 
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ウイング 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション  

      （料 金 表）        （利用者負担 2割の方） 

 

１．利用料金（介護保険一部負担金） 

下記、基本料金（1）には介護職員処遇改善加算（Ⅰ）（再掲）の比率を計算して含めています。 

計算方法や四捨五入等の関係で、請求金額とは多少の誤差が生じます。 

（１）基本料金 通所リハビリテーション 

①基本料金 

利 用 時 間 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

２時間以上３時間未満   ７７８円   ９０４円 １，０３１円 １，１５７円 １，２８５円 

３時間以上４時間未満  １，００７円 １，１７９円 １，３５２円 １，５７３円 １，７８９円 

６時間以上7時間未満 １， ５１２円 １，８０７円 ２，０９５円 ２，４４１円   ２，７７９円 

７時間以上８時間未満 １，５６０円 １，８６１円 ２，１６６円 ２，５１９円 ２，８７５円 

②加算料金 （それぞれ実施した場合に基本料金に加算されます） 

加 算 項 目 金  額 内      容 

  （Ⅰ） 

介護職員処遇改善加算  （Ⅱ） 

            （Ⅲ） 

            （Ⅳ） 

            （Ⅴ） 

（再掲） 所定単位数（施設サービス費＋上記各種加算）×４７／１０００ 

所定単位数（施設サービス費＋上記各種加算）×３４／１０００ 

所定単位数（施設サービス費＋上記各種加算）×１９／１０００ 

（Ⅲ）×９０／１００ 

（Ⅲ）×８０／１００ 

サービス提供体制強化加算（Ⅰイ） 

（Ⅰロ） 

（Ⅱ） 

４１円／日 

２８円／日 

１３円／日 

介護職員の総数の内、介護福祉士の職員の割合が５０％以

上 

介護職員の総数の内、介護福祉士の職員の割合が４０％以

上 

通所リハビリ職員、勤続年数３年以上の職員の割合が３

０％以上 

入浴介助加算 １１３円／日 入浴介助を行った場合 

送迎を行わない場合   （片道） △１０６円／回 利用者の居宅と事業所の間を送迎しない場合は減算 

リハビリテーション     （Ⅰ） 

 

         

      （Ⅱ） 

         

             

 

 

             (Ⅱ) 

 

             （Ⅲ） 

 

 

             （Ⅲ） 

７５０円／月 

医師の詳細な指示の基、通所リハビリテーション計画の進

捗状況の定期的評価し、必要に応じて当該計画を見直しま

す。日常生活や介護情報等の伝達、通所開始から１ヶ月以内

の自宅訪問実施し診療、運動機能や作業能力検査等を実施

します。 

 

１９２８円 

／月 

 

 

 

リハビリテーションマネジメント加算Ⅰの内容に加え、月に

一度リハビリテーション会議を開催し、専門的な見地から状

況等を説明させて頂き、必要に応じて計画書の見直しを行い

ます。計画書作成に関与したリハビリ専門職よりリハビリテ

ーション計画について説明させて頂きます。 

１２０２円／月 

リハビリテーション会議の開催が三月に一回以上開催し、

状態に合わせて、通所リハビリテーション計画の見直しを

行います。 
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（Ⅳ） 

 

 

 

              （Ⅳ） 

２５４１円／月 

リハビリテーションマネジメント加算Ⅱの内容に加え、通所

リハビリテーション計画について、医師が利用者又はご家

族に説明を行います。 

（開始日から６月以内） 

１８１５円／月 

リハビリテーションマネジメント加算Ⅲ算定開始から６月

を超えた場合の減算。 

２７６６円／月 

リハビリテーションマネジメント加算Ⅲに加え通所リハビ

リテーション計画書に対する内容を厚生労働省にデータと

して提出を行います。 

２０４１円／月 

 

リハビリテーションマネジメント加算Ⅳ算定開始から６月

を超えた場合の減算。 

 

 

短期集中個別リハビリテーション 

実施加算   

２４９円／日 

 

医師又は医師の指示を受けたリハビリ専門職が、退院（退所

日）又は認定日から起算して３月以内の期間に、個別リハビ

リを集中的に行った場合 

認知症短期集中リハビリ 

テーション加算（Ⅰ） 

   

        (Ⅱ) 

５４４円／日 

退院（退所日）又は通所開始日から起算して、３月以内に認

知症に対する集中的なリハビリを行った場合（１週に２回

を限度）。 

４，３５４円 

／月 

退院（退所日）日の属する月から起算して３月以内に、認知

症に対する集中的なリハビリを行った場合（１週に２回限

度）。 

生活行為向上 

リハビリテーション実施加算 

４，５３６円 

／月 

生活行為の内容の充実を図るための目標及び、その目標を

踏まえたリハビリの内容等を計画に定め、利用者の能力の

向上を支援 

２，２６８円 

／月 

上記同様で、開始日から起算して３月超６月以内の期間 

（上記3,240円は開始日から起算して３月以内の期間） 

生活行為向上リハビリテーション実

施後、リハビリテーション継続の場合 

所定単位数の 

△１５／１００ 

生活行為向上リハビリテーション計画で定めた実施翌月以

降、通所リハビリテーション継続の場合、６ヶ月間減算 

若年制認知症利用者受入加算 １３７円／日 若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を選任した場合 

重度療養管理加算 ２２８円／月 

１時間以上２時間未満以外の者で、要介護3・4・５で、常

時頻回の喀痰吸引など定められた状態の利用者を医学的管

理のもと行った場合 

中重度者ケア体制加算 ４６円／日 

前年度または算定日が属する月の前３月間の利用者総数の

うち、要介護３以上の利用者が１００／３０以上。指定員

数に加え、看護又は介護職員が常勤換算で1以上在籍 そ

の他 

栄養改善加算 ３４０円／回 

低栄養状態、または、その恐れのある利用者に、管理栄養士

１名以上配置、管理栄養士、看護職員等が共同して栄養ケア

作成 

栄養スクーリング加算 11円／回 
利用開始時及び６ヶ月ごとに栄養状態について確認した場

合 

口腔機能向上加算 ３４０円／回 

口腔機能が低下している、あるいは、その恐れのある利用者

に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置、

共同して口腔機能改善管理指導計画を作成 

社会参加支援加算 ２８円／日 
ＡＤＬ等向上にて、一定割合の利用者が社会参加を維持で

きるサービス等へ移行した場合 
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リハビリテーション提供体制加算３

時間以上４時間未満 ２８円／日 

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）から（Ⅳ）のい

ずれかを算定していること。理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士の数が利用者の数25に対して１以上であること 

リハビリテーション提供体制加算 4

時間以上５時間未満 ３７円／日 

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）から（Ⅳ）のい

ずれかを算定していること。理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士の数が利用者の数25に対して１以上であること 

リハビリテーション提供体制加算 5

時間以上6時間未満 ４６円／日 

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）から（Ⅳ）のい

ずれかを算定していること。理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士の数が利用者の数25に対して１以上であること 

リハビリテーション提供体制加算 6

時間以上7時間未満 ５４円／日 

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）から（Ⅳ）のい

ずれかを算定していること。理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士の数が利用者の数25に対して１以上であること 

リハビリテーション提供体制加算７

時間以上 ６３円／日 

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）から（Ⅳ）のい

ずれかを算定していること。理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士の数が利用者の数25に対して１以上であること 

 

延長料金 

家族のご都合等で、６時間以上８時

間未満の通所リハビリテーションの

前後に日常生活上の世話をした場合

など 

１１３円／時 ８時間以上  ９時間未満の場合 

 ２２８円／時 ９時間以上 １０時間未満の場合 

３４０円／時 １０時間以上１１時間未満の場合 

４５３円／時 １１時間以上１２時間未満の場合 

５６８円／時 １２時間以上１３時間未満の場合 

６８０円／時 １３時間以上１４時間未満の場合 

（２）基本料金 介護予防通所リハビリテーション 

①基本料金 

介 護 度 利 用 時 間 金 額（／月） 備   考 

要支援 １ 
１１時～１４時 

３，８８２円 週１回  ・送迎あり・入浴なし 

要支援 ２ ８，１９９円 週２回まで・送迎あり・入浴なし 

原則１月単位。 日割計算は「区分変更」・「月途中での介護事業者の変更」など定められたケース以外は不可 

②加算料金 （それぞれ実施した場合に基本料金に加算されます） 

加 算 項 目 

金  額（／月） 

内      容 

要支援１ 要支援２ 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 

(Ⅰ)ロ 

             (Ⅱ) 

１６３円 ３２７円 
介護職員総数の内、介護福祉士職員の割合が５０％以

上 

１０９円 ２１９円 
介護職員総数の内、介護福祉士職員の割合が４０％以

上 

５４円 １０９円 
通所リハビリ職員、勤続年数３年以上職員割合が３

０％以上 

予防通所リハ事業所評価加算 ２７３円／月 

選択的サービスを実施している。 

利用日人数が 10 名以上。利用実人数の 60％以上が選

択的サービスを実施している。 

規定で算出した数で除して得た数が０．７以上である

場合 
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リハビリテーションマネージメン

ト加算 
７５０円／月 

医師の詳細な指示のもとリハビリテーションを実施 

リハビリスタッフによる介護支援専門員を通じて、従

業者に対して日常生活上の留意点、介護の工夫等の情

報を伝達します。 

生活行為向上リハビリテーション

実施加算（開始日から３ヶ月以内） 
２０４１円／月 

生活行為の内容の充実を図るための目標及び、その目

標を踏まえたリハビリの内容等を計画に定め、利用者

の能力の向上を支援 

生活行為向上リハビリテーション

実施加算（開始日から３月超６月以

内） 

１０２０円／月 

生活行為向上リハビリテーション計画で定めた実施か

ら３月超６月以内 

生活行為向上リハビリテーション

実施を継続した場合 

所定単位数の85％を算定

（対象月から６月以内） 

生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定後に

介護予防通所リハビリテーションを継続利用する場合 

若年性認知症利用者受入加算 ５４４円／月 
若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を選任した場

合 

運動器機能向上加算 ５１１円／月 
作業療法士等が運動器機能向上計画を作成し、定期的

に評価等をした場合 

選択的サービス複数実施加算（Ⅰ）

運動機能向上及び栄養改善 
１０９０円／月 

選択的サービスのうち、２種類のサービスを実施して

いる場合 

選択的サービス複数実施加算（Ⅰ）

運動機能向上及び口腔機能向上 
１０９０円／月 

選択的サービスのうち、２種類のサービスを実施して

いる場合 

選択的サービス複数実施加算（Ⅰ）

栄養改善及び口腔機能向上 
１０９０円／月 

選択的サービスのうち、２種類のサービスを実施して

いる場合 

選択的サービス複数実施加算（Ⅱ）

運動器機能向上、栄養改善及び口腔

機能向上 

１５８８円／月 

選択的サービスのうち、３種類のサービスを実施して

いる場合 

栄養改善加算 ３４０円／月 

低栄養状態、または、その恐れのある利用者に、管理栄

養士１名以上配置、管理栄養士、看護職員等が共同し

て栄養ケア作成 

栄養スクーリング加算 １１円／回 
利用開始時及び６ヶ月ごとに栄養状態について確認し

た場合 

口腔機能向上加算 ３４０円／月 

口腔機能が低下している、あるいは、その恐れのある

利用者に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１

名以上配置、共同して口腔機能改善管理指導計画を作

成 

介護職員処遇改善加算 （Ⅰ） 

           （Ⅱ） 

           （Ⅲ） 

           （Ⅳ） 

           （Ⅴ） 

（再掲）所定単位数（施設サービス費＋上記各種加算）×４７／１０００ 

所定単位数（施設サービス費＋上記各種加算）×３４／１０００ 

所定単位数（施設サービス費＋上記各種加算）×１９／１０００ 

（Ⅲ）×９０／１００ 

（Ⅲ）×８０／１００ 

２．その他利用料金 

（１）食費（朝食・夕食は延長時のみ） 

 昼食 備     考 

６時間以上８時間未満 ６５０円 

④ 昼食はおやつ代５０円を含みます 

⑤ 昼食のみの場合は６００円となります 

⑥ 昼食をお食べにならない場合、おやつ代１００円となり

ます 

３時間以上４時間未満 ６００円 おやつのご提供はございません 
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（２）日常生活費（日用消耗品費：実費） 

 品   目 金   額 内      容 

おしぼり ２０円／枚 食事提供時以外に使用します。 

タオル ３０円／枚 入浴時以外に使用します。 

＊ 日用消耗品費をお申し込みされない場合、ご自分でお持ち込みをお願いいたします。 

（３）教養娯楽費（クラブ費：参加１回あたり：選択制）   

 金  額 内  容 

５０円クラブ ５０円／回 塗り絵・巻き絵・元気脳クラブ など 

１００円クラブ １００円／回 書道・料理・手作りカレンダークラブ など 

３００円クラブ ３００円／回 籐細工 など 

 

（４）嗜好品（消費税込）                                                                

品   目 
金 額 

内      容 
３時間利用 ６時間利用 

フリードリンク ５６円／日 ９１円／日 コーヒー・砂糖・クリープ・紅茶・緑茶・麦茶など 

＊ フリードリンクをお申し込みされない場合は「番茶」のご提供とさせて頂きます。 

（５）オムツ代                                                                  

種  類 尿取りパット オープンパンツ リハビリパンツ 

金  額 ８０円／枚 １９０円／枚 １８０円／枚 

 

（６）キャンセル料（介護予防通所リハビリテーションを含む） 

※ 食事が含まれた時間帯にご利用の場合、ご利用当日の開始１時間前までに、当日の利用中止の 

ご連絡を頂かない時は、当日分の食事代金をキャンセル料相当分としてお支払い頂きます。 

 

 

介護老人保健施設ウイング 平成３０ 年４月１日発行：管理部署：事業支援部総務課 

 


